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論

文

一　

は
じ
め
に
―
共
通
の
努
力
、
共
通
の
失
敗

　

二
〇
一
〇
年
末
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
始
ま
っ
た
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ
の
独

裁
政
権
が
次
々
と
崩
壊
す
る
と
、
政
治
亡
命
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
動
向
が
、
俄
に
内
外
の

関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ア
ラ
ブ
の
「
国
外
反
体
制
派
」

は
、
そ
も
そ
も
近
代
史
上
い
つ
頃
か
ら
、
欧
米
諸
国
に
活
動
基
盤
を
築
き
始
め
た
の
だ
ろ

う
か
。
亡
命
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
活
動
と
し
て
、
一
般
的
に
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
ア
ラ

ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
を
促
し
た
「
ア
ラ
ブ
青
年
協
会
」（A

l-Fatāt

）
の
活
動
が

知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
源
流
を
探
る
た
め
に
は
さ
ら
に
も
う
一
世
代
遡
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
知
識
人
に
関
し
て
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
ナ
ミ
ク
・
ケ
マ
ル
に

代
表
さ
れ
る
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
が
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
『
自
由
』
紙
等
を
通
し

て
「
自
由
」
や
「
憲
政
」
を
論
じ
、
ス
ル
タ
ン
の
「
専
制
政
治
」
を
批
判
し
て
き
た
。
一

方
、
ア
ラ
ブ
の
作
家
や
活
動
家
は
一
八
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
、
ナ
ポ
リ
や
パ
リ
、
そ
し
て

ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
し
て
同
地
の
国
会
議
員
や
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
も
交
流
を
深

め
る
傍
ら
、
ア
ラ
ビ
ア
語
新
聞
を
発
行
し
、
祖
国
に
送
り
届
け
始
め
た
。

　

比
較
的
早
い
段
階

で
欧
州
諸
国
で
活
躍

し
始
め
た
人
物
と
し

て
は
、ル
イ
ス
・
サ
ー

ブ
ン
ジ
ー
（
一
八
三
八

―
一
九
三
一
年
）
と
ヤ

コ
ブ
・
サ
ン
ヌ
ー
ア

（
一
八
三
九
―
一
九
二
一

年
）
が
知
ら
れ
て
い

る
。
サ
ー
ブ
ン
ジ
ー

は
一
八
七
〇
年
代
半

ば
に
は
ロ
ン
ド
ン
に

拠
点
を
構
え
、
英
・

ア
ラ
ビ
ア
語
辞
典

の
編
集
に
関
わ
り
、

観
念
化
す
る
専
制
批
判

　
　
　
　

―
ア
ラ
ブ
国
外
反
体
制
派
の
源
流岡
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ま
た
国
際
情
勢
を
扱
っ
た
『
情
勢
の
鑑
』（M

irāt al-aḥw
āl
）
や
『
蜜
蜂
』（A

l-N
aḥla

）

等
の
ア
ラ
ビ
ア
語
新
聞
を
発
行
し
た（

1
）
。
一
方
、
サ
ン
ヌ
ー
ア
は
、
イ
ス
マ
イ
ー
ル
副

王
下
の
エ
ジ
プ
ト
で
演
劇
活
動
や
、
風
刺
と
口
語
を
交
え
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
に

貢
献
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
七
八
年
に
は
パ
リ
に
亡
命
し
、『
青
眼
鏡
の
父
の
旅
』

（R
iḥlat A

bū N
aẓẓāra

）
紙
や
『
青
眼
鏡
の
父
』（A

bū N
aẓẓāra

）
紙
に
て
ウ
ラ
ー
ビ
ー

運
動
を
外
部
か
ら
言
論
面
で
支
え
た（

2
）
。
第
二
陣
と
し
て
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
で
の

立
憲
主
義
運
動
の
挫
折
や
エ
ジ
プ
ト
で
の
ウ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
前
夜
の
動
乱
の
中
で
、
イ
ブ

ラ
ヒ
ー
ム
・
ム
ワ
イ
リ
ヒ
ー（

3
）（
一
八
四
六
―
一
九
〇
六
年
）、
ア
デ
ィ
ー
ブ
・
イ
ス

ハ
ー
ク（

4
）（
一
八
五
六
―
八
五
年
）、
ハ
リ
ー
ル
・
ガ
ー
ニ
ム（

5
）（
一
八
四
六
―
一
九
〇
三

年
、
写
真
一
）
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
言
論
活
動
を
展
開
し
始
め
た
。
そ
し
て
第
三
陣
と

し
て
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー（

6
）（
一
八
三
八
／
九
―
九
七
年
、
写

真
二
）
と
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
（
一
八
四
九
―
一
九
〇
五
）
等
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革

主
義
を
掲
げ
る
思
想
家
が
こ
の
海
外
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
両
人

は
、
一
八
八
四
年
に
パ
リ
を
拠
点
と
し
な
が
ら
『
固
き
絆
』（ʻU

rw
at al-w

uthqā

）
を
発

行
し
（
写
真
三
）、
欧
州
列
強
の
植
民
地
拡
大
に
さ
ら
さ
れ
る
東
方
の
人
々
、
特
に
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
に
対
し
て
連
帯
を
呼
び
か
け
た
。

　

こ
う
し
た
ア
ラ
ブ
や
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
出
身
の
知
識
人
が
一
時
的
に
で
あ
れ
、
あ
る
い

は
長
期
的
に
で
あ
れ
、
欧
州
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
動
機
は
言
論
活
動

に
限
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
学
業
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
総
じ
て
、
祖

国
の
閉
塞
状
況
を
抜
け
出
し
て
、
政
治
や
文
化
を
巡
っ
て
新
た
な
言
論
空
間
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
が
エ
ジ
プ
ト
を
追
放
さ
れ

た
一
八
七
九
年
以
降
、
カ
イ
ロ
や
ベ
イ
ル
ー
ト
で
短
く
開
花
し
た
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

は
、
徐
々
に
厳
し
い
監
視
と
統
制
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
八
八
〇
年
代
に
入
る

と
、
一
部
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
間
で
欧
州
に
新
た
な
展
望
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し

て
い
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
白
熱
し
た
議
題
の
中
に
「
専
制
批
判
」
が
一
貫
し
て
含
ま
れ
て

い
た
の
は
、
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。

　

ア
ラ
ブ
の
内
部
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
外
側
か
ら
も
専
制
批
判
を
担
っ
た
近
代
初
期
の
思

想
家
と
言
え
ば
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ガ
ー
ニ
ム
を
お
い
て
他
に
な
い
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は

帝
国
主
義
へ
の
抵
抗
と
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
連
帯
を
呼
び
か
け
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
カ

イ
ロ
滞
在
時
代
に
「
専
制
政
治
」
に
関
し
て
興
味
深
い
見
解
を
示
し
た
。
そ
の
後
も
、
ア

フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
欧
州
だ
け
で
な
く
西
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
各
地
で
、
こ
の
絆
を
実
現
す

る
た
め
に
は
専
制
政
治
の
克
服
が
不
可
欠
と
説
い
て
回
っ
た
。
一
方
、
ガ
ー
ニ
ム
は
、
第

一
次
オ
ス
マ
ン
帝
国
議
会
議
員
で
あ
っ
た
際
、
オ
ス
マ
ン
政
府
を
批
判
す
る
最
先
鋒
と

な
っ
た
故
に
、
最
終
的
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
亡
命
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
ガ
ー
ニ
ム
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
や
仏
語
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
に
よ
っ
て
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世

の
専
制
体
制
を
批
判
し
て
き
た
。

　

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
関
し
て
は
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
、
そ
の
論
考
や
発
言
が
各
地
で
収

集
さ
れ（

7
）
、
思
想
の
全
体
像
に
つ
い
て
も
、
特
に
欧
米
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
に
よ
っ

て
詳
細
に
描
か
れ
、
豊
富
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た（

8
）
。
ま
た
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に

対
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の
否
定
的
な
評
価
を
正
す
べ
く
、
彼
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に

内
在
し
た
再
評
価
も
な
さ
れ
て
き
た（

9
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
一

様
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
が
「
専
制
政
治
へ
の
抵
抗
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
一
方
で
、
ガ
ー
ニ
ム
に
関
し
て
は
、
彼
を
単
独
で
扱
っ
た
先
行
研
究
は
今
の
と

こ
ろ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
近
年
の
ア
ラ
ブ
・
ト
ル
コ
関
係
史（
10
）

や
他
の
ナ
フ
ダ
思

想
家（
11
）

に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
断
片
的
に
で
あ
れ
、
ガ
ー
ニ
ム
の
反
体
制
派
活
動
家

と
し
て
の
役
割
が
再
評
価
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
の
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ガ
ー
ニ
ム
の
専
制
批
判
を
中
心
に
議
論
す
る
。
加

え
て
、
当
時
の
時
代
状
況
や
亡
命
ア
ラ
ブ
知
識
人
サ
ー
ク
ル
の
中
で
の
両
者
の
位
置
づ
け

を
理
解
す
る
た
め
に
、
同
時
代
に
欧
州
に
基
盤
を
置
い
て
い
た
他
の
論
者
に
つ
い
て
も
、

一
部
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
か
し
、
読
者
の
中
に
は
何
故
「
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主

写真３　 『固き絆』と『洞察』が発行されたパリのマルテル通り六番地
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観念化する専制批判

義
」
の
代
表
的
主
唱
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
出
身
の
世
俗
主
義
思
想
家
を
同
じ
土
俵
に
並
べ

る
の
か
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
簡
単
な
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

二
〇
世
紀
の
ナ
フ
ダ
思
想
研
究
に
お
い
て
、
特
に
ラ
シ
ー
ド
・
リ
ダ
ー
の
資
料
編
集
の

尽
力
に
よ
っ
て
ア
ブ
ド
ゥ
の
詳
細
な
思
想
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た（
12
）

こ
と
は
極
め
て
重

要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
多
数
の
研
究
に
お
い
て
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ア
ブ
ド
ゥ
、
リ

ダ
ー
の
三
名
は
一
つ
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
の
草
分
け
」
と
の
評
価
が
定
ま
っ
た
。

決
定
打
と
な
っ
た
の
は
ホ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
の
近
代
ア
ラ
ブ
思
想
史
の
包
括
的
な
研
究
、『
自

由
主
義
時
代
の
ア
ラ
ブ
思
想
』（
初
版
一
九
六
二
年
）
で
あ
っ
た
。
ホ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
自
身

は
一
九
八
三
年
版
の
序
文
で
新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
巡
る
「
グ
ル
ー
プ
同
士
や
世
代
間
の
相

互
作
用
」（13
）
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
」
に
対
し
て
、「
世
俗
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
思
想

家
」
と
便
宜
的
に
で
あ
れ
分
類
さ
れ
た
が
故
に
、
研
究
者
の
間
で
は
別
々
の
思
想
体
系
と

捉
え
る
見
方
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
「
類
型
化
の
論
理
」
は
、
ア
ラ
ブ
社
会

の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
現
象
を
背
景
に
イ
ス
ラ
ー
ム
固
有
の
論
理
を
探
る
動
機
が
強
ま
っ
た
こ

と
や
、
シ
ャ
ラ
ー
ビ
ー
の
よ
う
な
知
識
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
自
明
の
理
と

な
っ
て
い
っ
た（
14
）
。

　

し
か
し
過
去
数
十
年
、
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
断
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
ア
ラ
ブ
人

研
究
者
の
間
で
、
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
と
世
俗
主
義
キ
リ
ス
ト
教
徒
思
想

家
と
い
う
枠
組
み
自
体
を
疑
問
視
す
る
声
が
強
ま
り
始
め
た（
15
）
。
類
型
化
す
る
こ
と
で
、

一
九
世
紀
の
「
ナ
フ
ダ
」（
復
興
）
が
そ
も
そ
も
「
共
通
の
努
力
」（
そ
れ
故
に
「
共
通
の

失
敗
」
も
含
む
）
で
あ
っ
た
と
い
う
意
識
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
ま
で
を
担
っ
た
ナ
フ
ダ
第
一
世
代
は
皆
、
宗
教
的
出
自

や
活
動
場
所
は
違
え
ど
も
、
同
じ
よ
う
に
「
祖
国
愛
」
を
訴
え
て
い
た
。
ま
た
一
八
七
〇

年
代
の
カ
イ
ロ
に
お
け
る
「
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
・
サ
ー
ク
ル
」
で
は
、
宗
教
的
出
自
や
思
想

的
立
場
は
後
の
時
代
に
比
べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
憲
政
や
専
制
主

義
、
東
洋
の
後
進
性
と
い
っ
た
課
題
が
同
じ
土
俵
で
議
論
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
こ

に
は
、「
寛
容
や
開
放
、
自
由
、
多
元
性
の
精
神
、
な
ら
び
に
真
実
の
相
対
性
と
文
明
的

な
形
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
に
対
す
る
確
信
」（16
）
が
確
か
に
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
事
実
、
専
制
批
判
で
あ
れ
、
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
で
あ
れ
、
同
時
代
人
の
共
通

課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
個
々
の
思
想
を
研
究
す
る
上
で
も
無
視
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

本
論
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
「
共
通
の
精
神
」
を
模
索
す
る
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
ア

フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ガ
ー
ニ
ム
の
専
制
批
判
を
同
時
に
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
試
み
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
専
制
批
判
と
同
じ
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
「
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」

と
の
関
係
性
も
考
慮
に
入
れ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、「
越
境
す
る
知
識
人
」

の
先
駆
者
と
も
言
え
る
両
名
は
、
こ
と
専
制
批
判
に
関
す
る
限
り
、
か
な
り
似
通
っ
た
観

念
や
思
考
様
式
に
囚
わ
れ
て
い
た
点
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論

は
、
こ
の
両
者
の
専
制
政
治
に
対
す
る
考
え
方
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
と
り
わ
け
「
ア
ラ

ブ
国
外
反
体
制
派
の
源
流
」（17
）
と
も
言
う
べ
き
思
想
家
に
よ
る
専
制
批
判
の
意
義
と
限
界

を
考
え
て
み
た
い
。

二　

ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
専
制
批
判

二
・
一　

専
制
主
義
へ
の
批
判
と
擁
護

　

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
エ
ジ
プ
ト
滞
在
時
代
（
一
八
七
一
―
七
九
年
）
に
常
に
言
論
活
動

の
中
心
に
位
置
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
欧
州
列
強
に
よ
る
覇
権
拡
大
お
よ
び
副
王
の
専
制

政
治
に
対
す
る
批
判
的
言
説
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
七
九
年

五
月
に
革
命
前
夜
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
東
洋
の
賢
人
」（ḥakīm

 
al-sharq

）
と
い
う
講
演
は
、
当
時
の
知
識
青
年
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
は
こ
の
講
演
で
聴
衆
に
対
し
、
東
洋
諸
国
に
お
け
る
文
明
凋
落
の
原
因
を
探
り
な
が

ら
、「『
狂
信
』
と
『
専
制
』
こ
そ
が
東
洋
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
真
の
原
因
」
と
断
言
し

た
。
ま
た
講
演
の
中
で
は
、
列
強
側
に
協
力
す
る
こ
と
の
危
険
性
、
言
論
の
自
由
を
保
障

す
る
新
聞
の
必
要
性
、
さ
ら
に
同
時
期
に
結
成
さ
れ
た
「
国
民
党
」
の
将
来
的
な
可
能

性
、
加
え
て
女
性
教
育
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
専
制

の
克
服
の
た
め
に
は
議
会
の
権
限
拡
大
（al-shūraw

īya

）
が
不
可
欠
と
し
て
次
の
よ
う

に
主
張
し
た
。

た
と
え
理
性
、
知
性
、
関
心
、
精
神
に
お
い
て
優
れ
よ
う
と
も
、
一
人
の
人
間
だ
け
で

は
自
身
や
共
同
体
全
体
に
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
我
々
は

議
会
制
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ（
18
）
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
聴
衆
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
別
に
し
て
、
ア
フ

ガ
ー
ニ
ー
自
身
の
専
制
政
治
に
対
す
る
考
え
方
を
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特

に
、
同
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
専
制
政
府
」（al-ḥukūm

at al-istibdādīya

）
と
い
う
論

説
は
、
再
検
討
に
値
す
る
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
こ
こ
で
、
長
き
に
亘
っ
て
科
学
よ
り
も
迷

信
を
信
仰
す
る
専
制
者
の
恣
意
的
な
権
力
の
下
に
置
か
れ
た
東
洋
諸
国
に
は
、
総
じ
て
三
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つ
の
型
の
「
専
制
的
な
政
府
」
が
存
在
す
る
と
説
明
し
た
。
そ
の
最
も
惨
め
な
第
一
の
型

は
、
中
世
の
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
帝
国
や
テ
ィ
ム
ー
ル
時
代
に
見
ら
れ
た
「
冷
酷
無
比
な

政
府
」（al-ḥukūm

at al-qāsiya

）
で
あ
る
。
そ
の
「
為
政
者
ら
は
首
長
、
大
臣
、
役
人
、

徴
税
人
の
肩
書
き
を
掲
げ
な
が
ら
、
実
際
に
は
追
い
は
ぎ
に
近
い
者
ら
で
構
成
さ
れ
て
い

る
」
と
さ
れ
る
。
か
か
る
政
府
に
お
い
て
は
、
当
局
者
が
、
拷
問
や
収
監
、
殺
害
を
通
じ

て
人
々
か
ら
無
慈
悲
に
財
産
を
奪
い
、
生
活
を
破
壊
し
、
強
い
て
は
彼
ら
を
病
気
や
飢
餓

の
状
況
に
お
い
て
お
く
の
み
で
あ
る
、
と
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
主
張
す
る
。

　

第
二
の
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
抑
圧
的
な
政
府
」（al-ḥukūm

at al-ẓālim
a

）

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
以
前
の
欧
州
諸
国
の
政
府
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
東
洋
諸
国
の

政
府
、
な
ら
び
に
イ
ン
ド
を
支
配
す
る
英
国
当
局
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
。
こ
の
政
府
に

お
い
て
は
、
人
々
は
最
低
限
の
生
活
水
準
と
楽
し
み
を
保
証
さ
れ
な
が
ら
も
、
常
に
道
路

や
橋
の
建
設
の
た
め
の
重
労
働
に
無
理
や
り
借
り
出
さ
れ
、
最
低
限
以
上
の
人
間
ら
し
い

生
活
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
「
人
々
は
厳
し
い
環
境
に
長

く
置
か
れ
続
け
る
た
め
に
、
そ
れ
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ

れ
に
満
足
し
、
そ
れ
以
外
の
環
境
が
あ
る
こ
と
な
ど
想
像
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」、

と
い
う
の
だ
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
政
府
を
も
っ
て
し
て
も
、「
専
制
政
府
と
は
何
か
」
を
説
明
す
る

の
に
十
分
で
は
な
い
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
こ
こ
で
第
三
の
型
と
し
て
「
慈
悲
深
い
専
制

政
府
」（al-ḥukūm

at al-raḥīm
a

）
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。「
慈
悲
深
い
」
と
い
っ
て

も
、
商
業
や
工
業
、
農
業
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
で
国
政
を
担
う
上
で
合
理
的
思
考
の
欠

け
た
「
無
知
な
政
府
」（al-jāhila

）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
人
々
の
要
求
と
は
一

致
し
な
い
形
で
学
校
や
工
場
を
拡
張
し
て
い
く
よ
う
な
「
愚
か
な
政
府
」（al-afīna

）
で

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
東
洋
諸
国
の
発
展
に
は
繋
が
ら
な
い
、
と
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
説
明
す

る
。
む
し
ろ
求
め
ら
れ
る
の
は
、
卓
越
し
た
専
門
家
の
支
援
の
下
、
農
業
や
工
業
を
継
続

的
に
発
展
さ
せ
、
商
業
を
活
性
化
し
、
税
金
を
妥
当
な
額
に
留
め
、
国
家
財
政
の
均
衡
を

図
り
、
教
育
を
広
め
、
内
部
の
腐
敗
を
正
し
、
さ
ら
に
は
外
部
か
ら
の
圧
力
を
退
け
る
能

力
を
有
し
た
政
府
だ
と
い
う
。
こ
の
政
府
に
つ
い
て
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
卓
越
し
た
賢
人

ら
に
よ
る
「
十
分
な
能
力
を
有
し
た
政
府
」 （al-m

utanaṭṭisa

）
と
名
付
け
、
次
の
よ
う
な

見
方
を
示
す
。

こ
の
賢
い
指
導
者
ら
は
短
期
的
、
そ
し
て
長
期
的
な
将
来
に
鑑
み
な
が
ら
子
供
達
の
一

生
に
わ
た
る
幸
福
を
保
証
す
る
た
め
の
環
境
を
整
え
よ
う
と
努
力
し
続
け
る
、
慧
眼
を

持
っ
た
父
親
の
よ
う
な
も
の
だ（
19
）
。

　

ア
ラ
ブ
人
研
究
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
が
生
涯
に
亘
っ
て
君
主
の
恣

意
的
な
権
力
を
「
制
限
」
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い（
20
）
。
し
か

し
、
欧
米
の
研
究
で
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
「
制
限
」
と
は
述
べ
つ
つ
も
、
君
主
権
力
を

統
制
す
る
役
割
を
議
会
に
求
め
た
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る（
21
）
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
現
在
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
政
治
用
語
か
ら
す
れ
ば
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の

述
べ
る
第
一
の
型
は
い
わ
ゆ
る
「
暴
政
」（tyranny

）
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た

第
二
の
型
は
、
西
欧
近
代
思
想
史
に
お
い
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
来
批
判
の
対
象
と
な
っ

て
き
た
「
絶
対
主
義
」（absolutism

）
に
近
い
意
味
の
専
制
主
義
（despotism

）
を
意
図

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
こ
の
説
明
は
、
決
し
て
彼

独
自
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
八
六
〇
年
代
の
ト
ル
コ
知
識
人
が

行
っ
た
専
制
批
判
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る（
22
）
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
第
二

の
「
抑
圧
的
な
政
府
」
の
中
に
イ
ン
ド
を
支
配
す
る
英
国
政
府
も
含
め
、
植
民
地
主
義
権

力
も
「
専
制
的
」
と
捉
え
て
い
る
点
は
、
専
制
主
義
を
巡
る
東
西
の
議
論
に
お
い
て
も
極

め
て
独
創
的
で
あ
り
、
反
帝
国
主
義
思
想
家
ら
し
い
見
地
と
言
え
る
。

　

他
方
、
第
三
の
型
と
し
て
、
一
九
世
紀
の
欧
州
で
懐
古
的
に
語
ら
れ
た
「
啓
蒙
専
制
主

義
」（enlightened despotism

）
と
類
似
の
思
想
も
提
示
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
エ
ジ
プ
ト
滞
在
時
代
か
ら
、
暴
政
や
絶
対
主
義
と
い
う
意
味

で
の
「
専
制
」（al-istibdād

）
を
批
判
し
な
が
ら
、
同
時
に
開
明
的
で
強
力
か
つ
公
正
な

国
家
指
導
者
や
卓
越
し
た
能
力
を
有
す
る
エ
リ
ー
ト
集
団
が
牽
引
す
る
「
専
制
」
を
擁
護

す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

二
・
二　

汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
専
制
主
義

　

こ
う
し
た
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
専
制
主
義
に
対
す
る
二
律
背
反
す
る
立
場
は
、
一
八
八
四

年
か
ら
八
五
年
に
か
け
て
欧
州
に
滞
在
し
た
際
に
も
、
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
専
制
批
判
と
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
思
想
の
核
と
も
い

う
べ
き
「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
連
帯
」、
あ
る
い
は
当
時
の
欧
州
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
独
自
の
思
想
で
は
な
く
、
既
に

一
八
六
〇
年
代
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
改
革
派
が
主
唱
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
あ
っ

た
。
と
り
わ
け
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
は
、
タ
ン
ジ
マ
ー
ト
が
「
世
俗
化
」
や
「
西
欧
化
」

を
推
し
進
め
た
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
あ
く
ま
で
自
分
た
ち

の
固
有
の
伝
統
に
基
づ
い
た
改
革
を
熱
心
に
求
め
る
中
で
、
シ
ャ
リ
ー
ア
を
再
評
価
し
、

ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
全
体
と
し
て
の
絆
を
深
め
る
重
要
性
を
確
認
し
た（
23
）
。
こ
う
し
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た
立
場
は
後
に
、
ハ
イ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト
ゥ
ニ
ー
シ
ー
や
フ
ァ
ー
リ
ス
・
シ
ド
ヤ
ー
ク

な
ど
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
内
の
改
革
派
ア
ラ
ブ
知
識
人
に
も
共
有
さ
れ
た
。

　

一
八
七
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
「
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
に
つ
い

て
、
英
仏
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
学
者
、
議
員
、
加
え
て
オ
ス
マ
ン
知
識
人
、
そ
し
て
ア

ラ
ブ
地
域
や
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
知
識
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
と
立
場
を
表
明
し
た
。

欧
州
世
論
の
中
で
当
初
目
立
っ
た
の
は
、
カ
リ
フ
制
を
巡
る
議
論
で
あ
る
。
当
時
の
英
国

で
は
、
大
英
帝
国
植
民
地
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
対
す
る
オ
ス
マ

ン
・
カ
リ
フ
の
精
神
的
権
威
が
警
戒
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
一
八
七
七

年
頃
か
ら
英
国
の
記
者
や
学
者
、
国
会
議
員
の
一
部
は
、「
ト
ル
コ
人
が
カ
リ
フ
職
を

担
っ
て
い
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
シ
ュ
部
族
の
血
を
引
く
ア
ラ
ブ
人
で
あ
る

べ
き
は
な
い
か
」
と
主
張
し
始
め
た（
24
）
。
や
が
て
カ
リ
フ
制
へ
の
疑
義
は
、
一
八
八
〇

年
代
前
半
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
唱
え
ら
れ
た
。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
対
す

る
ス
ル
タ
ン
・
カ
リ
フ
の
影
響
力
が
危
惧
さ
れ
る
中
、
仏
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ガ
ブ
リ

エ
ル
・
シ
ャ
ー
ム
ス
は
、「
ト
ル
コ
の
ス
ル
タ
ン
は
、
数
十
万
の
軍
隊
を
必
要
と
し
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
カ
リ
フ
が
強
化
さ
れ
、
至
高
の
権
力
を
継
続
的
に
行
使
す
る
と
い
う

普
遍
的
な
任
務
を
果
た
せ
ば
よ
い
の
だ
」（25
）

と
述
べ
た
。
さ
ら
に
欧
州
世
論
の
関
心
は
、

カ
リ
フ
制
を
巡
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
文
明
の
関
係
に
ま
で
及
ん
で

い
っ
た
。
一
八
八
三
年
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
行
っ
た
有
名
な
講

義
の
中
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
本
来
の
宗
教
か
ら
か
け
離
れ
、
科
学
や
哲
学
の
発
展
、
さ
ら

に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
文
明
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た（
26
）
。

　

当
時
、
決
し
て
欧
州
人
の
み
が
、
カ
リ
フ
制
や
イ
ス
ラ
ー
ム
を
語
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
欧
州
を
活
動
場
所
と
す
る
ア
ラ
ブ
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
同
じ
主
題
に
つ

き
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
繰
り
広
げ
た
。
カ
リ
フ
制
を
巡
る
論
争
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

は
、
欧
州
世
論
が
植
民
地
拡
大
政
策
を
背
景
に
し
て
い
た
一
方
で
、
ア
ラ
ブ
人
の
場
合
は

専
制
批
判
や
相
対
的
な
自
立
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
た
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
オ
ス
マ

ン
帝
国
が
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
で
歴
史
的
な
敗
北
を
喫
し
た
一
八
七
八
年
以
降
、
二
人
の
論

者
が
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
と
カ
リ
フ
制
の
結
び
つ
き
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
そ
の
一

人
、
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
マ
イ
ー
ル
副
王
の
側
近
と
し
て
ナ
ポ
リ
に
亡
命
し
た
イ
ブ
ラ
ヒ
ー

ム
・
ム
ワ
イ
リ
ヒ
ー
は
、
一
八
七
九
年
に
発
行
し
た
『
カ
リ
フ
制
』（A

l-K
hilāfa

）
紙
で

オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
の
カ
リ
フ
職
を
エ
ジ
プ
ト
副
王
に
委
譲
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
ま

た
八
〇
年
に
パ
リ
で
発
行
し
た
『
連
盟
』（A

l-Ittiḥād

）
紙
で
は
、
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ

ン
が
カ
リ
フ
職
に
就
く
権
利
を
認
め
つ
つ
も
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
が
憲
法
と
議
会
を
停

止
し
た
専
制
君
主
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
彼
個
人
と
し
て
カ
リ
フ
職
に
就
く
こ
と
は
不

当
で
あ
り
、
退
位
さ
せ
る
べ
き
」
と
ま
で
言
い
切
っ
た
。
も
う
一
人
の
論
客
は
、
ロ
ン
ド

ン
で
言
論
活
動
を
続
け
る
ル
イ
ス
・
サ
ー
ブ
ン
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
サ
ー
ブ
ン
ジ
ー
は
、
短

く
咲
い
た
憲
政
時
代
に
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
体
制
だ
け
で
な
く
、
彼
が
カ
リ
フ
職
に
あ

る
こ
と
を
支
持
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
『
蜜
蜂
』
紙
に
お
い
て
徐
々
に

批
判
的
な
論
調
を
と
り
始
め
た
。
そ
し
て
八
一
年
に
同
じ
く
『
カ
リ
フ
制
』
と
い
う
新
聞

を
発
行
し
、
セ
リ
ム
一
世
が
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
か
ら
同
職
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
伝
説
自
体

が
ね
つ
造
さ
れ
た
も
の
と
批
判
し
た（
27
）
。

　

一
八
八
四
年
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
や
ア
ブ
ド
ゥ
が
『
固
き
絆
』
を
発
行
し
て
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
や
東
洋
諸
国
民
の
団
結
を
訴
え
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
当
時
存
在
し
た
欧
州
と
ア

ラ
ブ
圏
の
世
論
形
成
と
無
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
際
情
勢
に
お
い

て
、
列
強
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
領
土
獲
得
競
争
を
過

熱
化
さ
せ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
欧
州
世
論
で
は
、「
汎
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
」
へ
の
警
戒
感
が
表
明
さ
れ
、
ま
た
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
の
カ
リ
フ
制
へ

の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
欧
州
に
拠
点
を
も
つ
ア
ラ
ブ
知
識
人
は
、
ア

ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
専
制
体
制
を
批
判
す
る
た
め
に
、
そ
の
精
神
的
権
威
を
も
槍
玉
に
挙

げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
欧
州
世
論
と
国
外
ア
ラ
ブ
人
世
論
が
似
た
よ
う
な

戦
略
的
立
場
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
意
に
反
し
て
ア
ラ
ブ
人
は
自
ら
を
不
利
な
立
場

に
追
い
や
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
特
に
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
体
制
の
熱
心
な
支
持
者
で
は
な
か
っ
た

に
せ
よ
、
こ
う
し
た
帝
国
主
義
時
代
の
無
自
覚
な
共
犯
関
係
を
警
戒
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
洞
察
』
紙
（A

l-B
aṣīr 

一
八
八
三
年
二
月
八
日
号
）
の
ガ
ー
ニ
ム
編
集
長
宛
の
書
簡
で
、

「
外
国
勢
力
の
標
的
と
な
り
、
さ
ら
な
る
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
も
、

東
洋
人
は
一
つ
の
旗
の
下
に
団
結
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
訴
え
た（
28
）
。
ま
た
、
ル
ナ
ン

の
講
義
に
対
し
て
も
、『
議
論
』（Journal des D

ébats

）
紙
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
イ
ン
ド

に
続
い
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
「
ゆ
っ
く
り
と
確
実
に
吸
収
し
て
い
く
」
英
国
の
侵
略
主
義

を
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、「
い
か
な
る
国
も
そ
も
そ
も
純
粋
な
理
性
だ
け
で
導
か
れ
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
西
洋
の
理
性
至
上
主
義
に
反
論
し
つ
つ
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ

れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
異
端
者
で
あ
れ
、
全
て
の
国
々
が
野
蛮
か
ら
解
放
さ
れ
、
文

明
の
高
見
に
上
っ
て
い
っ
た
の
は
宗
教
教
育
の
お
か
げ
」（29
）
と
断
言
し
た
。

　

こ
う
し
た
宗
教
的
基
盤
に
基
づ
く
連
帯
を
掲
げ
る
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
主
張
は
、『
固
き

絆
』
の
中
で
さ
ら
に
明
確
に
示
さ
れ
た
。
エ
ジ
プ
ト
滞
在
時
代
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、

「
専
制
主
義
」
と
「
狂
信
主
義
」（al-taʻaṣṣub

）
を
後
進
性
の
要
因
と
み
な
し
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
移
住
後
は
「
狂
信
主
義
」
は
、「
社
会
的
連
帯
」（al-
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）
と
同
じ
語
根
を
有
す
る
の
だ
か
ら
、
民
族
の
自
己
鍛
錬
と
自
己
防
衛
の
た
め

に
必
要
不
可
欠
と
ま
で
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
言
い
切
る
よ
う
に
な
っ
た
。

狂
信
主
義
と
は
、
ア
サ
ビ
ー
ヤ
を
実
現
す
る
こ
と
だ
。
ア
サ
ビ
ー
ヤ
と
は
自
己
を
鍛
え
、

悪
徳
や
敵
対
行
為
か
ら
自
ら
を
守
る
上
で
の
、
集
団
的
帰
属
意
識
を
語
源
と
す
る
…
神

が
人
間
を
形
作
る
上
で
与
え
た
そ
の
特
質
に
よ
り
、
諸
国
が
建
設
さ
れ
、
す
べ
て
の

国
々
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
物
別
れ
し
た
者
ら
を
一
つ
の
名
の
下
に
束
ね
、
神

に
よ
っ
て
人
間
を
一
つ
に
定
め
る
正
し
き
精
神
な
の
だ（
30
）
。

　

植
民
地
主
義
権
力
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
自
体
が
崩
壊
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
は
、
現

実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
当
時
の
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
一
八
七
〇

年
代
後
半
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
や
エ
ジ
プ
ト
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
憲
政
や
議
会
制
以
上

に
、
英
国
軍
を
相
手
に
有
利
に
戦
闘
を
進
め
る
ス
ー
ダ
ン
の
マ
フ
デ
ィ
軍
の
よ
う
な
闘
争

に
こ
そ
、
東
洋
諸
国
の
解
放
の
道
の
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

一
八
五
〇
年
代
の
イ
ン
ド
、
一
八
六
〇
年
代
の
コ
ー
カ
サ
ス
や
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
の
雲

南
で
欧
州
列
強
の
侵
略
や
大
国
の
支
配
に
対
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
抵
抗
運
動
に
連
な
る

動
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
民
族
的
な
団
結
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
的
な
連
帯
を
も

強
く
求
め
ら
れ
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
は
、
ワ
ー
デ
ン
バ
ー
グ
の
言
う

「
抗
議
の
手
段
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」（31
）

こ
そ
が
最
も
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ

た
。

　

し
た
が
っ
て
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
ル
ナ
ン
と
の
論
争
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
自
体
が

文
明
凋
落
の
要
因
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
専
制
主
義
に
資
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
こ
と
を
問
題
視
す
る
も
の
の
、
特
に
専
制
主
義
に
対
す
る
批
判
を
か
つ
て
以
上

に
深
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
『
固
き
絆
』
の
「
共
同
体
と
専
制
君
主
の
権
力
」

（al-um
m

a w
a sulṭat al-ḥākim

 al-m
ustabidd

）
と
い
う
論
考
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
時
代
の
見

解
と
同
様
に
、
欧
州
列
強
に
抗
し
得
る
だ
け
の
徳
や
能
力
を
有
し
た
国
家
指
導
者
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
帯
の
阻
害
要
因
と
な
る
暴
政
や
絶
対
主
義
権
力

に
対
し
て
は
、「
見
識
や
徳
を
有
す
る
者
ら
が
手
を
取
り
合
っ
て
悪
性
の
樹
木
を
引
き
抜

き
、
根
元
か
ら
退
治
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
風
が
そ
の
殺
傷
性
の
あ
る
毒
性
の
種
を
諸

国
に
ま
き
散
ら
す
前
に
だ
」（32
）
と
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
極
め
て
大
胆
な
持
論
を
展
開
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
「
暴
君
放
伐
論
」
は
決
し
て
机
上
の
議
論
に
留
ま
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
八
八
六
年
に
イ
ラ
ン
の
ナ
ー
セ
ロ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
は
、
ア
フ

ガ
ー
ニ
ー
の
弟
子
で
あ
る
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
レ
ザ
ー
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
手
に
よ
っ
て
暗
殺

さ
れ
た
。
そ
の
後
の
当
局
の
尋
問
の
中
で
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

で
す
か
ら
私
は
、
師
匠
に
自
分
が
受
け
た
不
幸
、
苦
難
、
収
監
、
虐
待
を
説
明
し
た
の

で
す
。
師
匠
は
私
に
「
な
ん
て
か
わ
い
そ
う
な
や
つ
だ
。
君
の
人
生
に
対
す
る
愛
情
は

な
ん
て
素
晴
ら
し
い
の
だ
。
君
は
暴
君
を
殺
害
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
殺
さ
な

か
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
今
は
シ
ャ
ー
や
カ
ム
ラ
ン
・
ミ
ル
ザ
・
ナ
ー
イ
ブ
・

サ
ル
タ
ナ
王
子
以
外
に
暴
君
は
い
ま
せ
ん
。
私
は
そ
の
後
も
考
え
ま
し
た
が
、
そ
の
日

の
内
に
私
の
心
は
シ
ャ
ー
を
始
末
す
る
と
い
う
こ
と
に
決
ま
り
、
自
分
に
こ
う
言
い
聞

か
せ
ま
し
た
。「
暴
政
の
木
は
そ
の
根
元
か
ら
切
り
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
れ
ば
そ
の
幹
や
葉
は
自
然
に
落
ち
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と（
33
）
。

　

易
姓
革
命
論
や
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
な
ど
、
正
当
性
を
失
っ
た
暴
君
な
ら
ば
殺
害
し
て
も
よ

い
と
い
う
考
え
は
歴
史
的
に
も
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
一
九
世
紀
末
は
、

西
欧
で
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
非
西
欧
世
界
に
お
い
て
も
君
主
権
力
を
前

提
と
す
る
「
旧
体
制
」
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た（
34
）
。
確
か
に
ブ
ス

タ
ー
ニ
ー
の
『
百
科
事
典
』
第
一
一
巻
（
一
九
〇
〇
年
出
版
）
に
お
け
る
「
暴
君
」（al-

ṭāghiya

）
の
項
に
も
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
国
民
（al-um

m
a

）
が
暴
君
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
手

段
を
求
め
た
際
、
識
者
（al-‘ulam

āʼ

）
は
暴
君
の
殺
害
を
正
当
化
し
て
き
た
…
識
者
は
、

暴
君
誅
殺
を
担
っ
た
人
物
を
罪
人
と
せ
ず
、
む
し
ろ
報
い
る
た
め
の
法
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た（
35
）
。

　

実
際
、
ナ
フ
ダ
思
想
家
の
中
で
も
一
貫
し
て
暴
君
放
伐
に
拘
っ
た
の
が
、
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
国
民
を
虐
殺
し
な
が
ら
、
欧
州
列
強
の
傀
儡
と
な
り
下

が
る
よ
う
な
許
し
が
た
い
東
洋
の
専
制
君
主
を
放
っ
て
お
け
ば
、
そ
の
国
家
は
い
ず
れ
解

放
と
野
蛮
が
手
を
携
え
た
西
洋
の
植
民
地
主
義
に
よ
っ
て
飲
み
込
ま
れ
、
国
家
の
崩
壊
だ

け
で
な
く
、
国
民
全
体
の
悲
劇
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
の
生
涯
を
通
じ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
す
な
わ
ち
固
有
の
伝
統
や
倫
理
観
に
立
脚
し
た

上
で
、
法
の
支
配
や
寛
容
、
正
義
、
公
益
の
優
先
を
実
現
す
る
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改

革
主
義
の
目
標
は
、
実
現
す
る
以
前
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
頑
な

な
態
度
は
、
こ
の
よ
う
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
切
迫
し
た
中
で
の
、「
熟
慮
を
重
ね
た
選
択

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
生
き
残
る
た
め
の
反
応
」（36
）
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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三　

ハ
リ
ー
ル
・
ガ
ー
ニ
ム
の
専
制
批
判

三
・
一　

専
制
批
判
の
最
先
鋒

　

暴
君
放
伐
論
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
国
外
の
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
間
で

ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
専
制
政
治
に
対
し
て
仮
借
な
き
批
判
を
貫
い
た
と
い
う
点
に
お
い

て
、
ハ
リ
ー
ル
・
ガ
ー
ニ
ム
の
右
に
出
る
者
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ガ
ー
ニ
ム

は
、
第
一
次
オ
ス
マ
ン
帝
国
議
会
議
員
時
代
に
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を

利
用
し
て
議
会
の
反
対
勢
力
の
懐
柔
を
試
み
て
い
る
と
厳
し
く
非
難
し
た
。
ま
た
彼
は
、

ミ
ド
ハ
ト
・
パ
シ
ャ
に
対
す
る
追
放
措
置
を
巡
っ
て
は
、
間
接
的
に
で
は
あ
れ
ス
ル
タ
ン

を
批
判
す
る
こ
と
も
躊
躇
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ガ
ー
ニ
ム
は
一
八
七
〇
年
代
後
半
に
、

エ
ジ
プ
ト
の
「
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
・
サ
ー
ク
ル
」
と
の
交
流
の
中
で
、『
政
治
経
済
、
あ
る

い
は
家
計
の
遣
り
繰
り
の
方
途
』（37
）

と
い
う
著
書
を
発
表
し
た
。
ガ
ー
ニ
ム
は
、「
ア
ラ

ブ
最
初
の
政
治
経
済
研
究
書
」（38
）
と
も
呼
ば
れ
る
同
著
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
バ
ス
テ
ィ
ア
（Frédéric B

astiat
）
の
自
由
主
義
経
済
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、

タ
フ
タ
ー
ウ
ィ
以
来
、
エ
ジ
プ
ト
で
主
流
と
な
っ
て
い
た
政
治
経
済
を
巡
る
主
張
と
は
多

少
異
な
る
見
方
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、（
１
）
専
制
政
治
を
克
服
す
る
上
で
、
負
債
の

返
済
の
た
め
に
恣
意
的
に
つ
り
上
げ
ら
れ
る
比
例
税
よ
り
も
、
固
定
税
を
導
入
す
べ
き
、

（
２
）
資
本
の
導
入
と
社
会
の
消
費
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
も
、
貧
困
家
庭
の
出
身
者

を
教
育
し
て
、
産
業
労
働
者
と
し
て
育
て
上
げ
、
農
業
以
上
に
工
業
を
重
視
す
べ
き
、

（
３
）
国
軍
強
化
の
た
め
の
軍
事
費
増
加
よ
り
も
、
科
学
や
学
問
の
発
展
の
た
め
に
国
家

予
算
を
い
っ
そ
う
配
分
す
べ
き
、
と
い
っ
た
主
張
で
あ
っ
た（
39
）
。
し
か
し
ガ
ー
ニ
ム
は
、

オ
ス
マ
ン
議
会
解
散
後
に
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
体
制
に
危
険
視
さ
れ
、
逮
捕
の
追
っ
手
が
迫

る
中
で
、
在
ベ
イ
ル
ー
ト
仏
大
使
館
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

ガ
ー
ニ
ム
は
亡
命
先
の
パ
リ
で
『
議
論
』
紙
等
に
寄
稿
す
る
一
方
、
ア
ラ
ビ
ア
語
紙

『
洞
察
』（A

l-B
aṣīr

）
や
仏
語
紙
『
国
際
フ
ラ
ン
ス
』（France International

）
等
を
発
行

し
た
。
こ
う
し
た
新
聞
は
、
在
欧
州
同
胞
や
仏
人
を
主
な
読
者
と
し
な
が
ら
、
東
方
問
題

を
含
む
国
際
情
勢
に
関
す
る
世
論
形
成
に
寄
与
し
た
。
ガ
ー
ニ
ム
は
一
八
九
〇
年
代
以
降

に
は
、
青
年
ト
ル
コ
党
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
シ
ャ
キ
ー
ブ
・
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
ら
と
共

に
「
シ
リ
ア
・
ト
ル
コ
委
員
会
」（40
）

の
結
成
に
も
関
わ
っ
た
。
そ
の
活
動
は
、「
オ
ス
マ

ン
人
の
リ
ベ
ラ
ル
な
潮
流
を
具
現
化
し
た
」（41
）
だ
け
で
な
く
、
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
担
う
次
世
代
へ
の
橋
渡
し
役
を
も
担
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

一
八
八
三
年
、
ル
ナ
ン
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
を
紹
介
し
た
人
物
こ
そ
、
こ
の
ガ
ー
ニ
ム
で

あ
っ
た
。
ガ
ー
ニ
ム
が
、
東
洋
の
文
明
凋
落
の
原
因
を
「
科
学
を
抑
圧
し
て
き
た
イ
ス

ラ
ー
ム
」
に
求
め
る
よ
う
な
仏
有
識
者
の
短
絡
的
な
議
論
に
危
機
感
を
抱
き
、
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
の
見
識
を
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
打
ち
出
す
こ
と
で
、
欧
州
世
論
の
誤
解
を
解
こ
う

と
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ガ
ー
ニ
ム
は
晩
年
に
仏
語
で
『
オ
ス
マ
ン
君
主
の
教

育
』（
一
八
九
五
年
）（42
）

や
『
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
』（
一
九
〇
一
―
〇
二
年
）（43
）

等
の

著
作
を
発
表
し
た
。
両
著
を
み
て
も
、「
東
洋
の
文
明
凋
落
は
専
制
と
狂
信
が
原
因
」
と

す
る
エ
ジ
プ
ト
滞
在
時
代
の
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
問
題
意
識
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三
・
二　

君
主
教
育
の
要
請

　

ガ
ー
ニ
ム
の
専
制
批
判
は
、
君
主
や
国
家
指
導
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
論
ず
る
こ
と
に
高

い
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
そ
れ
と
大
き
く
変
わ
ら
な

い
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
ル
ナ
ン
と
の
論
争
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
史
全
体
を
捉
え
て
、

最
初
の
半
分
の
時
期
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
科
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
も
の
の
、
残
り
の
半

分
の
時
期
に
は
科
学
を
窒
息
さ
せ
、
専
制
主
義
の
道
具
と
な
り
か
わ
っ
た
と
主
張
し

た（
44
）
。
ガ
ー
ニ
ム
は
こ
う
し
た
問
題
提
起
に
着
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
自
著
『
オ
ス
マ

ン
・
ス
ル
タ
ン
』
に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
衰
退
に
陥
っ
た
転
換
点
を
探
り
だ
そ
う

と
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
。
第
一
段
階
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

一
四
世
紀
初
頭
の
王
朝
創
設
者
オ
ス
マ
ン
の
時
期
か
ら
、
一
六
世
紀
半
ば
の
ス
レ
イ
マ
ン

一
世
治
世
期
に
至
る
ま
で
の
「
征
服
者
」
と
し
て
の
ス
ル
タ
ン
時
代
で
あ
る
。
ガ
ー
ニ
ム

は
国
政
の
整
備
や
軍
制
改
革
、
領
土
拡
大
と
い
っ
た
歴
史
的
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
各
ス
ル

タ
ン
の
統
治
を
個
別
具
体
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
時
代
の
ス
ル
タ
ン

は
、
総
じ
て
紛
れ
も
な
い
自
己
陶
酔
型
の
絶
対
権
力
者
で
あ
り
、
戦
争
を
好
み
、
残
忍
な

性
質
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ス
ル
タ
ン
は
軍
事
司
令
官
と

し
て
の
資
質
や
国
政
面
で
の
指
導
力
に
優
れ
、
正
義
を
重
ん
じ
て
臣
民
の
繁
栄
と
公
益
の

実
現
を
図
り
、
ギ
リ
シ
ア
等
の
被
征
服
民
に
も
寛
容
な
政
策
を
採
っ
て
い
た
、
と
ガ
ー
ニ

ム
は
説
明
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
段
階
、
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で

の
ス
ル
タ
ン
は
、
衰
退
や
退
廃
、
そ
し
て
破
壊
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ガ
ー

ニ
ム
は
、
同
時
代
の
オ
ス
マ
ン
知
識
人
の
分
析
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
の
時
代
の
君
主
は
、

後
宮
に
引
き
こ
も
り
、
誇
大
妄
想
を
抱
く
の
み
で
、
も
は
や
大
臣
の
諮
問
会
議
に
出
席
し

な
く
な
り
、
軍
事
司
令
官
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
っ
た
と
論
ず
る
。
そ
の
中

で
、
縁
故
主
義
が
蔓
延
り
、
国
政
に
対
す
る
後
宮
や
宦
官
の
影
響
力
は
増
し
、
イ
ェ
ニ
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チ
ェ
リ
の
規
律
は
乱
れ
、
学
問
や
科
学
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

加
え
て
、
ガ
ー
ニ
ム
は
、
第
三
段
階
と
し
て
一
八
世
紀
末
以
降
の
ス
ル
タ
ン
を
「
改
革

者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
の
時
代
の
ス
ル
タ
ン
は
、
特
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト

遠
征
以
後
に
外
圧
が
強
ま
る
中
で
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
に
代
表
さ
れ
る
軍
事
的
特
権
層
の
解

体
等
の
軍
制
改
革
を
推
し
進
め
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
政
治
改
革
を
後
回
し
に
し
が
ち
で

あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
政
敵
や
反
抗
分
子
に
対
す
る
不
当
な
扱
い
や
殺
害
と
い
っ
た
「
悪
し

き
専
制
主
義
」
の
伝
統
を
払
拭
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
征
服
時
代
の
ス

ル
タ
ン
か
ら
優
れ
た
特
質
を
幾
分
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
退
廃
時
代
の
ス
ル
タ
ン
か
ら
多
く

の
欠
点
や
悪
徳
を
引
き
継
い
で
い
た
」（45
）
と
ガ
ー
ニ
ム
は
改
革
時
代
の
ス
ル
タ
ン
に
対
し

て
評
価
を
下
す
の
で
あ
る
。

　

ガ
ー
ニ
ム
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
同
じ
く
専
制
主
義
を
東
洋
諸
国
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
諸

国
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
統
治
体
制
の
確
立
期
に
は
、
特
に
ム
ラ
ト
一

世
以
降
に
オ
ス
マ
ン
外
交
の
基
礎
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
オ
ス
マ
ン
統
治
機
構
は
、
東
ロ
ー

マ
帝
国
の
行
政
機
構
か
ら
も
多
く
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
オ
ス
マ
ン
朝
中
期
以
降
に
は
、

「
従
来
か
ら
の
安
逸
を
む
さ
ぼ
る
中
で
、
ス
ル
タ
ン
は
欧
州
文
明
か
ら
悪
し
き
慣
習
し
か

学
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
悪
習
は
、
専
制
君
主
が
依
拠
す
る
腐
敗
し
た
東
洋
社
会
に
お
い
て

既
に
多
々
存
在
す
る
陋
習
に
加
わ
っ
た
」（46
）
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
悪
し
き
伝
統
の
中
に

は
、
ス
ル
タ
ン
自
身
の
放
逸
や
享
楽
、
乱
費
に
加
え
て
、
後
宮
や
宦
官
と
い
っ
た
制
度
的

な
問
題
も
含
ま
れ
る
。「
東
洋
的
な
制
度
」
と
み
な
さ
れ
る
一
夫
多
妻
制
は
、「
も
し
オ
ス

マ
ン
帝
国
を
完
全
な
凋
落
か
ら
救
い
出
し
た
け
れ
ば
、
即
座
に
廃
止
す
べ
き
だ
」（47
）

と

ガ
ー
ニ
ム
は
主
張
す
る
。

　

当
然
な
が
ら
ガ
ー
ニ
ム
は
、
ル
ナ
ン
の
よ
う
な
「
イ
ス
ラ
ー
ム
そ
の
も
の
を
弱
め
る
こ

と
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
国
々
が
再
興
す
る
」（48
）
と
い
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
的
な
言

説
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ガ
ー
ニ
ム
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
同
じ

く
「
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な
空
気
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
」
を
相
互
に

結
び
つ
け
る
団
結
力
を
肯
定
的
に
捉
え
た
。
し
か
し
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
見
解
と
は
一
線

を
画
し
、「
狂
信
主
義
と
専
制
主
義
は
互
い
に
緊
密
に
支
え
合
っ
て
い
る
」
点
こ
そ
を
問

題
視
し
た
。
実
際
、
ガ
ー
ニ
ム
の
み
る
と
こ
ろ
、
狂
信
主
義
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
怒
り
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
憤
慨
は
、
予
め
用
意
さ
れ

た
回
路
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
が
故
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
「
自
ら
を
利
用
し
、
裏
切

り
、
見
捨
て
る
支
配
者
を
あ
ま
り
に
信
頼
し
て
し
ま
う
の
が
弱
点
な
の
だ
」（49
）
、
と
ガ
ー

ニ
ム
は
分
析
し
た
。
ガ
ー
ニ
ム
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
正
当
な
統
治
機
構

が
是
認
す
る
形
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
虐
殺
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
稀
で
あ
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
に
は
オ
ス
マ
ン
朝
の
指
導
者
自
身
が
狂
信
主
義
に
犯
さ
れ
、
第

一
次
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺
事
件
の
よ
う
な
蛮
行
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
か
つ
て
帝
国
議
会
議
員
で
も
あ
っ
た
ガ
ー
ニ
ム
は
、
専
制
主
義
の
統
制
を
担
う

カ
ウ
ン
タ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
、
タ
ン
ジ
マ
ー
ト
が
推
進
し
て
き
た
法
制
や
政
治
機
構

の
改
革
を
歓
迎
し
て
い
る
。「
権
力
の
分
立
は
、
秩
序
あ
る
政
府
の
絶
対
的
な
原
則
と
な

る
べ
き
」
で
あ
り
、
自
由
主
義
の
旗
手
で
あ
っ
た
ミ
ド
ハ
ト
・
パ
シ
ャ
の
無
惨
な
結
末
に

対
す
る
無
念
と
、
目
指
す
べ
き
理
想
的
な
政
治
制
度
に
向
け
た
希
望
を
、
ガ
ー
ニ
ム
は
こ

う
綴
っ
た
。

ト
ル
コ
が
専
制
主
義
を
放
棄
し
、
市
民
化
さ
れ
た
国
家
を
確
立
す
る
際
に
は
、
揺
る
が

な
い
倫
理
観
を
体
現
し
た
議
会
と
法
廷
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
…
国
家
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
ぐ
ら
つ
か
せ
な
い
限
り
、
国
が
政
治
的
方
向
性
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
の
理
想
は
、
他
国
に
も
当
て
は
ま
る
。
自
由
と
進
歩
と
い
う
理
想
は
、
あ
ら
ゆ

る
国
と
人
々
に
区
別
な
く
適
用
可
能
だ（
50
）
。

　

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ガ
ー
ニ
ム
は
こ
う
し
た
立
憲
主
義
や
議
会
制
、
さ
ら
に
国

民
教
育
と
い
っ
た
近
代
的
な
民
主
主
義
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
、『
オ
ス
マ
ン
君
主
の
教

育
』
や
『
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
』
で
は
さ
ほ
ど
強
調
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ガ
ー
ニ

ム
が
切
実
な
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
国
家
指
導
者
の
教
育
で
あ
る
。

君
主
教
育
が
本
質
的
な
改
革
だ
。
こ
の
改
革
な
く
し
て
真
の
意
味
で
の
改
善
は
な
い
し
、

国
家
機
構
の
有
意
義
な
変
革
も
期
待
で
き
な
い
。
新
た
な
宮
廷
革
命
に
訴
え
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
国
に
否
定
的
な
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
以
上
、
危
険
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も

無
駄
な
こ
と
だ（
51
）
。

　

晩
年
、
精
神
的
に
か
な
り
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ガ
ー
ニ
ム
の
結
論
は
、
か

な
り
悲
観
的
、
消
極
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
君
主
制
を
前
提
と
す
る
以

上
、
憲
政
や
議
会
制
な
ど
の
必
要
性
と
意
義
を
最
初
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

国
民
で
は
な
く
、
む
し
ろ
君
主
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
ガ
ー
ニ
ム
は
、

ま
ず
君
主
を
教
育
す
る
こ
と
で
、
政
治
機
構
の
腐
敗
や
狂
信
主
義
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、

倫
理
観
を
高
め
、
経
済
を
立
て
直
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
上
で
何
よ
り
も
ま
ず
欧

州
諸
国
の
発
展
か
ら
真
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
ガ
ー
ニ
ム
は
、
ト
ル
コ
は
現
在
の
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と
こ
ろ
「
カ
ピ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
破
棄
す
る
資
格
は
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
っ
た（
52
）
。

四　

お
わ
り
に
―
観
念
化
す
る
専
制
批
判

四
・
一　

分
裂
す
る
ア
ラ
ブ
亡
命
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

政
治
や
経
済
、
軍
事
権
力
が
合
理
的
か
つ
極
度
に
国
家
に
集
中
し
た
近
代
社
会
に
お
い

て
、
専
制
政
治
や
独
裁
体
制
へ
の
抵
抗
運
動
が
、
完
全
に
国
内
の
内
発
的
な
活
動
の
み
で

は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
指
摘
は
多
い（
53
）
。
一
九
世
紀
末
の
ア
ラ
ブ
思
想
家
に
関
し
て

も
、
晩
年
は
、
国
内
の
改
革
に
専
心
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
で
す
ら
、
時
折
欧
州

で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
、
外
の
目
を
自
分
の
内
側
に
採
り
入
れ
よ
う
と
試
み
た
。
つ
ま
り
、

実
践
的
な
戦
術
あ
る
い
は
戦
略
と
し
て
国
内
と
国
外
の
活
動
は
不
可
分
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、「
戦
術
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
国
外

勢
力
は
、
祖
国
の
在
外
公
館
に
よ
る
亡

命
先
政
府
へ
の
圧
力
行
使
、
あ
る
い
は

資
金
援
助
を
伴
う
懐
柔
や
分
断
工
作
と

は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
事

実
、
ム
ワ
イ
リ
ヒ
ー
は
イ
ス
マ
イ
ー
ル

元
副
王
の
政
治
の
道
具
と
な
り
、
サ
ー

ブ
ン
ジ
ー
は
在
ロ
ン
ド
ン
・
オ
ス
マ
ン

大
使
に
よ
る
買
収
工
作
に
晒
さ
れ（
54
）
、

ガ
ー
ニ
ム
は
仏
政
府
の
支
援
を
受
け

た（
55
）
。
そ
し
て
ア
ブ
ド
ゥ
や
ア
フ

ガ
ー
ニ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
政
府
や

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
エ
リ
ー
ト
、
さ
ら

に
ウ
ィ
ル
フ
リ
ッ
ド
・
ブ
ラ
ン
ト
の
よ

う
な
欧
州
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と

い
っ
た
多
方
面
か
ら
の
支
援
と
思
惑
か

ら
完
全
に
自
由
で
は
な
か
っ
た（
56
）
。

　

欧
州
に
展
望
を
求
め
た
ア
ラ
ブ
知
識

人
は
、
祖
国
に
い
た
時
と
変
わ
ら
ず
、

総
じ
て
パ
ト
ロ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱

却
で
き
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
場
に
お

い
て
も
、
独
立
し
た
立
場
を
確
保
す
る

こ
と
が
極
め
て
困
難
な
言
論
活
動
の
中
で
、
彼
ら
は
支
持
す
る
人
物
や
資
金
の
獲
得
と

い
っ
た
現
実
的
な
問
題
に
も
直
面
し
た
。
そ
れ
故
に
、
当
初
は
共
通
の
精
神
や
活
動
基
盤

を
有
し
て
い
た
在
欧
州
の
ア
ラ
ブ
知
識
人
は
、
徐
々
に
立
場
の
相
異
や
内
部
分
裂
に
悩
ま

さ
れ
て
い
っ
た
。
実
際
、
一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
オ
ス
マ
ン
体
制
に
異
議
を
申
し
立
て

た
ア
ラ
ブ
人
思
想
家
は
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
秩
序
に
対
抗
す
る
上
で
の
共
通
軸
を
見

出
せ
ず
、
統
一
さ
れ
た
反
体
制
派
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
ひ
と
に
ぎ
り
の
反
対
者
は
い
て
も
、
反
体

制
派
勢
力
は
存
在
し
な
か
っ
た
」（57
）
の
だ
。

　

一
八
八
四
年
末
に
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
は
『
固
き
絆
』
再
発
行
の
た
め
に
同
紙
購
入
費
の
引

き
上
げ
を
求
め
て
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
向
か
っ
た
。
現
存
す
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
を
境

に
し
て
ア
ブ
ド
ゥ
は
精
神
的
な
師
た
る
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
再
会
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
サ
ー
ブ
ン
ジ
ー
は
、
そ
の
後
ス
ル
タ
ン
の
廷
臣
と
な
り
、「
ス
ル
タ
ン
の
栄
光

に
対
す
る
評
伝
、
そ
の
人
格
や
誠
実
さ
、
信
仰
心
、
博
愛
心
、
そ
し
て
教
育
や
科
学
に
対

す
る
情
熱
を
褒
め
そ
や
す
、
あ
る
種
の
聖
人
伝
の
執
筆
に
取
り
組
ん
だ
」（58
）
と
い
う
。
ま

た
ム
ワ
イ
リ
ヒ
ー
も
同
様
に
ス
ル
タ
ン
の
側
近
と
な
っ
た
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
矛

盾
を
抱
え
、
イ
ス
マ
イ
ー
ル
の
死
後
に
は
エ
ジ
プ
ト
に
帰
国
し
た（
59
）
。
ま
た
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
も
一
八
九
二
年
に
は
不
本
意
な
が
ら
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
向
か
い
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ

ミ
ト
の
監
視
の
下
、
半
ば
軟
禁
状
態
の
ま
ま
で
人
生
の
最
後
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
知
識
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一
八
九
〇
年
代
の
「
青
年
ト

ル
コ
党
」
の
多
数
の
メ
ン
バ
ー
も
、「
国
外
で
の
生
活
の
資
金
難
や
運
動
の
分
裂
に
よ
る

意
気
消
沈
、
気
持
ち
の
問
題
や
個
人
的
理
由
」（60
）
に
よ
り
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
体
制
に

対
し
て
妥
協
し
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
体
制
側
が

能
力
に
見
合
っ
た
地
位
を
提
供
し
な
い
か
ら
、
彼
ら
は
反
体
制
派
に
回
っ
た
の
で
あ
る
。

地
位
と
報
奨
を
配
分
し
、
公
的
に
認
め
て
あ
げ
れ
ば
彼
ら
を
説
得
す
る
の
は
可
能
で
あ

る
」（61
）
と
い
う
オ
ス
マ
ン
体
制
側
の
見
解
は
、
あ
る
意
味
正
鵠
を
射
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
は
、
国
外
に
新
た
な
展
望
を
探
し
求
め
る
知

識
人
の
弱
み
を
し
っ
か
り
と
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
八
八
〇
年
代
に
活
躍
し
た
海
外
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
多
く
が
妥
協
を
強
い

ら
れ
る
一
方
で
、
最
も
堅
固
な
立
場
を
維
持
し
た
の
は
、
ガ
ー
ニ
ム
で
あ
ろ
う
。
ガ
ー
ニ

ム
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
お
い
て
も
「
シ
リ
ア
・
ト
ル
コ
委
員
会
」
の
政
治
活
動
と
と
も

に
体
制
批
判
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
活
動
も
精
力
的
に
継
続
し
た
。
結
局
ガ
ー
ニ
ム
は

一
九
〇
三
年
に
亡
く
な
る
ま
で
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
に
よ
る
多
大
な
資
金
提
供
や
取
り

込
み
工
作
、
大
使
任
命
の
誘
惑
等
を
断
固
と
し
拒
否
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

写真４　『マスリ・カーヘラ』が発行されたルソー通り十三番地
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自
分
は
血
ま
み
れ
の
手
に
よ
っ
て
手
渡
さ
れ
る
贈
り
物
で
自
分
や
自
分
の
妻
を
汚
す
気

は
な
い
。
自
分
は
国
民
か
ら
横
領
し
た
金
銭
も
、
恥
ず
べ
き
汚
職
か
ら
得
た
果
実
も
受

け
取
る
気
は
な
い
。
ま
た
「
赤
い
ス
ル
タ
ン
」
に
謁
見
す
る
気
も
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、

同
胞
や
仏
人
の
前
で
自
分
自
身
も
赤
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ（
62
）
。

　

し
か
し
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
せ
よ
、
ガ
ー
ニ
ム
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
活
動
家
と
し
て
の

波
乱
に
満
ち
た
経
歴
は
さ
て
お
き
、
と
り
わ
け
専
制
批
判
を
巡
っ
て
思
想
的
な
展
望
を
ど

れ
ほ
ど
ま
で
切
り
開
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

四
・
二　

観
念
化
す
る
専
制
批
判

　
『
固
き
絆
』
に
お
い
て
狂
信
主
義
す
ら
も
連
帯
の
論
理
に
置
き
換
え
た
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー

の
主
張
に
つ
い
て
は
、「
抗
議
の
手
段
」
や
「
実
用
主
義
的
」
と
い
っ
た
見
方
が
あ

る（
63
）
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
は
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
「
社
会
的
連
帯
」（
ア
サ

ビ
ー
ヤ
）
を
想
起
さ
せ
、
国
民
的
基
盤
の
中
に
宗
教
的
な
結
び
つ
き
も
含
ま
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
「
宗
教
人
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
学
者

の
よ
う
な
見
解
」（64
）

を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
評
価
も
下
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
ア
フ

ガ
ー
ニ
ー
が
二
〇
世
紀
に
実
現
を
み
た
イ
ス
ラ
ー
ム
国
際
主
義
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

他
方
、
ガ
ー
ニ
ム
は
、
著
書
『
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
』
に
お
い
て
、
長
期
に
亘
る
欧

州
滞
在
の
経
験
で
培
っ
た
批
判
精
神
を
発
揮
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ガ
ー
ニ
ム
は
、
ア
ブ

デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
が
第
一
次
ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
虐
殺
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
一
八
九
〇
年
代

半
ば
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
意
気
投
合
し
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
ガ
ー
ニ
ム
は
、
当
時
の

皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
「
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
に
雇
わ
れ
た
暗
殺
者
集
団
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
犯
罪
や
虐
殺
の
責
任
を
引
き
受
け
て
も
気
に
し
な
い
」（65
）
と
厳
し
く
批
判
し

た
。
要
す
る
に
ガ
ー
ニ
ム
は
、
東
洋
の
専
制
主
義
が
表
向
き
に
親
欧
米
的
、
あ
る
い
は
反

欧
米
的
な
態
度
の
い
ず
れ
を
と
る
か
は
別
に
し
て
、「
欧
州
全
体
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
」（66
）
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
後
に
「
帝
国
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
時

代
状
況
の
下
で
、
欧
州
列
強
は
互
い
に
競
争
や
対
立
、
同
盟
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
結

局
は
東
洋
の
専
制
主
義
を
活
用
し
、
保
護
し
、
強
化
す
る
と
、
ガ
ー
ニ
ム
は
認
識
し
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
67
）
。

　

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
一
八
九
〇
年
後
半
と
も
な
る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
内
の
ア

ラ
ブ
地
域
や
英
国
占
領
下
に
あ
る
エ
ジ
プ
ト
で
、
ア
ラ
ブ
の
思
想
家
達
は
、
専
制
批
判
に

関
し
て
新
た
な
思
想
的
展
望
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
よ

う
な
「
卓
越
し
た
指
導
者
の
率
先
」
や
「
暴
君
放
伐
を
も
辞
さ
な
い
」
と
い
っ
た
立
場

や
、
ガ
ー
ニ
ム
の
よ
う
な
「
歴
代
君
主
の
中
に
専
制
主
義
の
起
源
を
探
る
」
と
い
っ
た
議

論
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
た
。
本
論
の
主
題
で
は
な
い
故

に
詳
細
に
は
踏
み
込
ま
な
い
も
の
の
、
た
と
え
ば
内
部
か
ら
の
専
制
批
判
の
最
先
鋒
と
も

言
え
る
ア
ブ
ド
ル
・
ラ
フ
マ
ー
ン
・
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
、
折
し
も
『
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ

ン
』
が
出
版
さ
れ
た
の
と
同
時
期
に
、
有
名
な
『
専
制
の
性
質
』（
一
九
〇
二
年
）
と
い

う
著
書
を
出
版
し
た
。
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
同
著
で
専
制
政
治
と
は
、
政
治
エ
リ
ー
ト
だ
け

で
な
く
、
軍
人
や
経
済
人
、
特
権
的
富
裕
層
、
宗
教
人
、
さ
ら
に
外
国
人
の
支
援
者
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
巨
大
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
を
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。
そ
し
て

「
暴
君
放
伐
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

専
制
者
に
対
し
て
復
讐
を
果
た
せ
る
の
は
稀
だ
。
む
し
ろ
個
人
に
対
し
て
復
讐
し
て
も

専
制
体
制
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
何

も
有
効
で
は
な
く
、
む
し
ろ
病
気
を
病
気
で
置
き
換
え
、
腹
痛
を
頭
痛
で
直
す
よ
う
な

も
の
だ（
68
）
。

　

ま
た
一
八
九
九
年
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
は
師
た
る
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
似
た
よ
う

な
立
場
を
表
明
し
て
「
公
正
な
専
制
者
」
の
必
要
性
に
言
及
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
ア

ブ
ド
ゥ
は
民
衆
が
議
会
制
を
真
の
意
味
で
理
解
す
る
た
め
に
、
市
町
村
議
会
の
レ
ベ
ル
か

ら
実
践
し
、
徐
々
に
地
方
議
会
、
さ
ら
に
国
民
議
会
と
発
展
さ
せ
て
い
く
の
が
望
ま
し
い

と
も
主
張
し
た（
69
）
。
さ
ら
に
そ
の
弟
子
に
あ
た
る
カ
ー
シ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
は
、『
女
性
の

解
放
』（
一
八
九
九
年
）
で
、
専
制
主
義
は
国
家
権
力
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
般

民
衆
の
男
女
の
関
係
に
も
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
そ
し
て
、
ア
ミ
ー
ン
は
、
社
会
の
中
で
抑
圧
さ
れ
た
立
場
に
あ
る
女
性
を
自
発
的
な

意
志
を
持
つ
個
人
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
解
放
に
つ
な
が
る
と
強
調
し

た（
70
）
。
要
す
る
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
や
ガ
ー
ニ
ム
は
、
結
果
と
し
て
で
あ
れ
、
専
制
を
克

服
す
る
方
途
と
し
て
「
君
主
の
資
質
」
や
「
君
主
教
育
」
に
解
放
の
道
の
り
を
見
出
し

た
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ラ
ブ
言
論
界
内
部
に
立
脚
す
る
思
想
家
は
、
あ
く
ま
で
「
国
民
教

育
」、
す
な
わ
ち
民
衆
個
々
人
が
自
発
的
に
判
断
し
、
選
択
し
て
い
く
上
で
の
政
治
的
、

社
会
的
な
枠
組
み
を
漸
進
的
に
生
み
出
す
こ
と
に
努
力
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

　
「
公
正
な
専
制
君
主
」
待
望
論
や
「
暴
君
放
伐
」
擁
護
論
、
お
よ
び
「
君
主
教
育
」
要

請
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
同
じ
発
想
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
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は
ま
さ
に
指
導
者
の
個
人
的
資
質
や
徳
に
対
す
る
過
大
評
価
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
現

実
の
無
数
の
人
間
が
織
り
な
す
権
力
構
造
や
社
会
構
造
へ
の
過
小
評
価
と
い
う
べ
き
発
想

で
あ
る
。
と
り
わ
け
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
関
し
て
は
、
従
来
の
研
究
が
示
す
通
り
、
鑑
文
学

の
伝
統
を
担
っ
て
き
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
的
な
作
家
や
哲
学
者
に
影
響
を
受
け

た
」（71
）
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
思
想
的
影
響
に
加
え
て
、
両
名
が
共

通
し
て
置
か
れ
た
根
無
し
草
的
な
環
境
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
論
で
紹
介
し
た
幾
人
か
の
論
者
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
国
境
を
自
在
に
横
断
す
る
知

識
人
は
総
じ
て
、
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
場
を
確
保
し
、
内
部
に
留
ま
っ
て
い
た
時

に
自
ら
課
し
て
い
た
「
自
己
検
閲
」
を
取
り
払
っ
て
、
忌
憚
の
な
い
批
判
的
見
解
を
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
た（
72
）
。
ま
た
祖
国
の
実
情
を
「
地
政
学
的
な
視
点
」
で
捉
え
、
帝
国

主
義
と
専
制
主
義
の
結
び
つ
き
や
、
国
際
社
会
と
祖
国
の
政
治
状
況
の
関
係
性
を
提
示
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
さ

ら
に
は
帝
国
の
内
部
に
お
い

て
、
帝
国
主
義
の
暴
力
を
告
発

す
る
と
同
時
に
、
そ
の
暴
力
に

晒
さ
れ
る
国
々
に
対
し
て
連
帯

を
呼
び
か
け
る
こ
と
も
で
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

祖
国
の
政
治
状
況
や
東
洋
の
現

実
の
社
会
を
語
る
際
に
は
、
自

ら
の
過
去
の
部
分
的
な
記
憶
や

断
片
的
で
間
接
的
な
情
報
に
依

存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

実
際
に
現
場
を
離
れ
れ
ば
離
れ

る
ほ
ど
、
専
制
体
制
の
「
構

造
」
以
上
に
、「
表
象
」
に
意

識
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
逆
に
言
え
ば
、
亡
命
知
識

人
は
、
内
部
で
日
々
刻
々
と
移

り
変
わ
る
無
数
の
変
化
を
実
感

で
き
な
い
故
に
、
内
部
に
生
き

る
人
間
の
現
実
的
基
盤
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
し
ま
い
、
幾
分
観

念
的
と
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
八
八
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
急
進
化
し
た
立
場
は
、
彼
を
慕
っ
て

い
た
多
数
の
弟
子
に
と
っ
て
も
違
和
感
を
拭
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ア
ブ
ド
ゥ
は
後
々

「
師
は
エ
ジ
プ
ト
以
外
で
は
真
の
取
り
組
み
を
行
わ
な
か
っ
た
」（73
）
、
ま
た
「『
固
き
絆
』

の
思
想
は
す
べ
て
師
の
も
の
だ
。
自
分
の
思
想
な
ど
ひ
と
つ
も
な
い
。
表
現
は
自
分
の
も

の
で
、
師
の
言
い
回
し
は
ひ
と
つ
も
な
い
け
れ
ど
も
」（74
）
と
証
言
し
た
。
一
方
、
ガ
ー
ニ

ム
の
『
オ
ス
マ
ン
・
ス
ル
タ
ン
』
も
、
仏
語
読
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
著
作
と
い
う
こ
と

も
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
視
点
が
君
主
論
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
カ
ワ
ー
キ

ビ
ー
の
『
専
制
の
性
質
』
ほ
ど
ア
ラ
ブ
人
読
者
に
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
著
作
と
は
な
り
得

な
か
っ
た
。
も
は
や
専
制
主
義
と
は
国
家
指
導
者
に
留
ま
ら
な
い
問
題
で
あ
る
の
は
、
内

部
に
現
実
的
基
盤
を
有
し
、
現
実
と
観
念
を
常
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
た
同
時
代
の
ア
ラ

ブ
人
思
想
家
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
︻
註
︼

（
1
）
現
ト
ル
コ
領
内
の
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
生
ま
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
出
身
。
ア
ラ
ビ
ア
語
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
対
す
る
サ
ー
ブ
ン
ジ
ー
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、Zolondek, Leon (1978), “Sabunji 

in England 1876-91: H
is R

ole in A
rabic Journalism

”, in M
iddle Eastern Studies, Vol. 14-

1, January 

を
参
照
。

（
2
）
エ
ジ
プ
ト
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
出
身
。
評
伝
的
研
究
と
し
て
は
、G

endizier, Irene L. (1966), The 

Practical Visions of Yaʻqub Sanuʻ, C
am

bridge : H
arvard C

enter for M
iddle Eastern Stud-

ies

を
参
照
。

（
3
）
ム
ワ
イ
リ
ヒ
ー
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
少
な
い
が
、
た
と
え
ば
一
八
八
〇
年
代
半
ば

以
降
に
活
動
に
関
し
て
は
、Landau, Jacob M

. (1987) “A
n Insiderʼs V

iew
 of Istanbul: 

Ibrāhīm
 al-M

uw
ayliḥīʼs M

ā H
unālika”, in D

ie W
elt des Islam

s, X
X

V
II, pp.70-81

を
参
照
。

（
4
）
イ
ス
ハ
ー
ク
に
関
し
て
は
、Isḥāq, A

dīb (1978), Adīb Isḥāq: Al-K
itābāt al-siyāsīya w

a al-

ijtim
ā‘īya, ed. N

ājī ‘A
llūsh, B

eirut: D
ār al-ṭalī‘at w

a al-nashr 

が
ほ
ぼ
す
べ
て
の
論
考
を
網

羅
し
て
い
る
。

（
5
）
ハ
リ
ー
ル
・
ガ
ー
ニ
ム
は
、
ベ
イ
ル
ー
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
マ
ロ
ン
派
の
出
身
。
英
仏
語
、
ア

ラ
ビ
ア
語
、
ト
ル
コ
語
に
堪
能
で
、
一
八
六
〇
年
代
に
ベ
イ
ル
ー
ト
で
通
訳
官
（dragom

an

）

等
を
務
め
た
後
、
一
八
七
五
年
に
オ
ス
マ
ン
大
宰
相
の
通
訳
官
に
ま
で
昇
進
。
そ
の
後
第
一
次

オ
ス
マ
ン
帝
国
議
会
議
員
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
。
一
九
〇
三
年
に
亡
く
な
る
ま
で

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
お
よ
び
政
治
活
動
家
と
し
て
活
躍
し
た
。

（
6
）
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
イ
ラ
ン
出
身
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
家
。
イ
ス

写真５　2011年4月17日のパリ
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ラ
ー
ム
社
会
の
内
部
か
ら
の
変
革
と
欧
州
列
強
の
植
民
地
主
義
に
抵
抗
す
る
上
で
の
東
洋
諸
国

民
の
団
結
を
訴
え
た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
経
て
一
八
七
〇
年
代
に
は
エ
ジ

プ
ト
に
滞
在
。
一
八
八
〇
年
代
以
降
に
は
イ
ン
ド
や
パ
リ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
等
を
経
て
、
最

終
的
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
亡
く
な
っ
た
。

（
7
）
比
較
的
新
し
い
代
表
的
な
も
の
と
し
て
次
の
二
つ
を
挙
げ
た
い
。A

l-A
fghānī, Jam

āl al-D
īn 

(1987), Silsilat al-a‘m
āl al-m

ajhūla: Jam
āl al-D

īn al-Afghānī, ed. A
lī Shalsu, London: 

R
iad El-R

ayyes B
ooks Ltd; A

l-A
fghānī, Jam

āl al-D
īn (2002), Al-Ᾱthār al-kām

ila, ed. 

Shāhī, Sayyid H
ādī K

husrū, C
airo: M

aktabat al-shurūq al-daw
līya.

（
8
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、K

eddie, N
ikki R

. (1972), Sayyid Jam
āl ad-D

īn “
al-Afghānī”: 

A Political Bibliography, Los A
ngeles: U

niversity of C
alifornia Press 

を
参
照
。
ま
た
イ
ラ

ン
立
憲
革
命
と
の
関
連
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、B

row
ne, Edw

ard G
. (1995), The Persian 

Revolution of 1905-1909, N
ew

 Edition, W
ashington, D

.C
.: M

age Publishers

を
参
照
。

（
9
）
最
新
の
研
究
と
し
て
は
、
平
野
淳
一
（
二
〇
〇
七
）「
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
改

革
者
に
よ
る
西
洋
思
想
批
判
」（『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
研
究
』
第
一
巻
一
号
、
一
九
八
―
二
二
五

頁
）、
お
よ
び
「
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
思
想
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
西
洋
の
布
置
図
」（『
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
研
究
』
第
一
巻
二
号
、
三
七
二
―
四
〇
七
頁
）
を
参
照
。

（
10
）Kayali, H

asan (1997), Arabs and Young Turks: O
ttom

anism
, Arabism

, and Islam
ism

 in 

the O
ttom

an Em
pire, 1908-1918, B

erkely: U
niversity of C

alifornia Press.

特
に
第
一
章
、

（
一
七
―
五
一
頁
）
を
参
照
。

（
11
）
ナ
フ
ダ
思
想
家
の
一
人
ジ
ョ
ル
ジ
ー
・
ザ
イ
ダ
ー
ン
の
著
作
と
の
関
連
に
つ
い
て
、D

upont, 

A
nne-Laure (2006), Ǧ

urǧī Zaydān, 1861-1914: Écrivain réform
iste et tém

oin de la Re-

naissance arabe, D
am

ascus: IFPO
, p.548, pp.561-564 

を
参
照
。

（
12
）Riḍā, M

uḥam
m

ad R
ashīd (2003), Tārīkh al-ustādh al-im

ām
 al-shaykh M

uḥam
m

d ‘Abduh, 

C
airo: D

ār al-faḍīla. 

な
お
初
出
は
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
四
八
年
。

（
13
）Hourani, A

lbert (1995), Arabic Thought in the Liberal Age 1978-1939, C
am

bridge: C
am

-

bridge U
niversity Press, p.v.

（
14
）Sharabi, H

isham
 (1970), Arab Intellectuals and the W

est: The Form
ative Years, 1875-

1914, B
altim

ore and London: The John H
opkins Press. 

シ
ャ
ラ
ー
ビ
ー
は
「
思
想
の
二
極

化
」
と
呼
び
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
保
守
主
義
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
」
Ｖ
Ｓ
「
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
西
洋
主
義
お
よ
び
ム
ス
リ
ム
世
俗
主
義
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
た
（
一
〇
頁
）。
し

か
し
、
い
ず
れ
の
ナ
フ
ダ
思
想
家
の
著
書
を
読
ん
で
も
、
一
人
の
思
想
家
の
中
に
無
数
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
傾
向
が
混
在
し
て
お
り
、
類
型
化
に
か
な
り
無
理
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
15
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、A

l-Sharīf, M
āhir (2000), Rihānāt al-nahḍa fī al-fikr al-‘arabī 

(Les enjeux de la N
ahda dans la pensée arabe), D

am
ascus: D

ār al-m
adā; G

halioun, 

B
urhan (1991), Le M

alaise arabe: L’État contre la nation, Paris: La D
écouverte

を
参
照
。

（
16
）Al-Sharīf (2000), p.26.

（
17
）
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
イ
ラ
ン
出
身
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
た
め
、
本

論
で
は
ア
ラ
ブ
国
外
反
体
制
派
の
「
源
流
」
の
一
人
と
し
て
扱
う
。

（
18
）Al-A

fghānī (1987), pp.79-80.

（
19
）Al-A
fghānī (1987), pp.63-67. 

な
お
、
同
論
文
に
は
英
訳
が
あ
る
。K

enny, Lorne M
.(1966), 

“A
l-A

fghani on Types of D
espotic G

overnm
ent”, in Journal of the Am

erican O
riental So-

ciety, 86.

（
20
）‘Im

āra, M
uḥam

m
ad, ed., (1968) Al-A‘m

āl al-kām
ila li-Jam

āl al-D
īn al-Afghānī, C

airo: 

D
ār al-kātib al-ʻarabī, p.21.

（
21
）Cole, Juan R

. I. (2000), “N
ew

 Perspectives on Sayyid Jam
al al-D

in al-A
fghani”, in Iran 

and Beyond : Essay in M
iddle Eastern H

istory in H
onor of N

ikki R. K
eddie, ed. R

udi M
at-

thee and B
eth B

aron, C
alifornia: M

azda Publishers, IN
C

., p.26.

（
22
）「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
の
間
で
も
「
暴
政
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
特
に
一
三
世
紀
の
テ
ィ
ム
ー
ル
朝

の
大
征
服
時
代
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。M

ardin, Şerif (2000), The G
enesis of Young O

ttom
an 

Thought: A Study in the M
odernization of Turkish Political Ideas, Syracuse: Syracuse 

U
niversity Press, pp.102-104.

（
23
）Ibid., p.60.

（
24
）Buzpinar, Ş. Tufan (1996), “O

pposition to the O
ttom

an C
aliphate in the Early Years of 

A
bdülham

id II: 1877-1882”, in D
ie W

elt des Islam
s, Vol. 36, Issue 1, M

arch, pp. 65-68.

（
25
）Charm

es, G
abriel (1881), “La situation de la Turquie” in Revue des D

eux M
ondes, Paris, 

47/4, p.748.

（
26
）Renan, Ernest (1947), “L’Islam

ism
e et la science” in Œ

uvres com
plètes, Paris: C

alm
ann-

Levy, Vol.I, p.955.

（
27
）Buzpinar (1996), pp.75-79 . ; Zolondek (1978), p.106.

（
28
）Al-A

fghānī (1987), p.89-90.

（
29
）Al-A

fghānī (1883), “R
éponse de Jam

al ad-D
in al-A

fghani à R
enan” in Journal des D

é-

bats, le 18 m
ai 1883.

（
30
）Al-A

fghānī (2002), p.132.
（
31
）W

aardenburg, Jacques (2002), “Islam
 as a Vehicle of Protest”, in Islam

: historical, social 

and political perspectives, B
erlin: W

alter D
e G

ruyter, pp.364-383.

（
32
）Al-A

fghānī (2002), p.192.

（
33
）Brow

ne (1995), p.92.

（
34
）
ロ
シ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
は
、
一
八
八
一
年
に
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
暗
殺
さ
れ
、
ア
ブ

デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
自
身
も
七
八
年
に
暗
殺
で
は
な
い
が
、
ア
リ
ー
・
ス
ア
ー
ヴ
ィ
の
ク
ー
デ
タ
ー

に
さ
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